
２学期終わります
鈴 木 康 弘

今年もあと一週間を残すのみとなりました。保護者・地域のみなさんにとってどのような年
になったでしょうか。子どもたちには大きな事故や病気もなく，穏やかな一年だったように思
います。保護者・地域の皆様の本校教育活動へのご理解とご協力の賜です。ありがとうござ
いました。
振り返ってみますと，学校関係で言えば二つの出来事が印象に残っています。ひとつは５

月にコロナが５類へ移行したことです。このことによって多くの制限されていた教育活動を元
の状態に戻すことができました。運動会や学習発表会，児童集会や朝会など，全学年がそろ
って実施することが可能になりました。また，合唱や演奏，調理実習なども普通に取り組める
ようになりました。
もうひとつは例年にない暑さに見舞われた夏だったことです。本校はどこにもクーラーがな

く(多くの学校では，パソコン室だけは空調が効いている)，逃げ場のない中での授業。子ど
もたちには本当に苦労をかけました。来年度に向け，今年度中にエアコンが２つ程度設置さ
れる見通しです。２つだけとは残念ですが，随時予算が付き次第増設されていく予定です。
また，夏休みの期間を延ばす案も出ています。
これだけ暑かった夏。できれば今シーズンは雪の少ない冬になることを期待してしまいます。

皆さん，よいお年をお迎えください。

15日（月） ３学期始業式
18日（木） 委員会活動 小中連携事業

非行防止教室（５・６年）
22日（月） クラブ活動
29日（月） ５・６年生スキー学習
31日（水） 避難訓練

行事予定
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笑顔や会釈で
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参観ありがとうございました

12月14～15日の参観日には，たくさんの保護者の皆様に来校・参観いただき，あり

がとうございました。クリスマスらしい掲示物や図工の時間に完成させた作品，学習

をまとめた新聞などが展示されている中，子どもたちが元気に発表する声が響いてい

ました。各学年がそれぞれに，４月からの成長を感じさせる学習の様子を披露するこ

とができたことと感じております。たくさんの保護者の方の参観が子どもたちの励み

にもなりました。大変ありがとうございました。

たくさんの保護者の皆様が来校してくださったことにより，駐車場の混雑も見受け

られました。限られた駐車スペースですので，メール等でも徒歩

での来校をお願いいたした次第です。冬季間は，駐車スペースを

確保するため自家用車で通勤する学校職員が費用を負担し，校地

内駐車場の除雪を専門業者に依頼しております。予算に限りもあり，来校する皆様の十

分な駐車スペースを確保するには至っておりませんが，状況をご理解いただければ幸い

です。今後ともご理解とご協力をお願いいたします。



【旭川市教育委員会からのお知らせ】
旭川市いじめ防止基本方針（改定案）に対する意見提出手続の実施について

旭川市では，いじめ防止対策推進法及び旭川市いじめ防止対策推進条例に基づく，いじめの防
止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため，「旭川市いじめ防止基本方針」の改定を検
討しています。
つきましては，「旭川市いじめ防止基本方針（改定案）」を作成しましたので，同改定案に対す
る保護者の皆様の御意見，御提言をお寄せくださいますようお願い申し上げます。
○資料の配布場所
教育委員会学校教育部主幹付（１０条通１１丁目 子ども総合相談センター），
市政情報コーナー（総合庁舎１階），各支所・公民館，旭川市ホームページ
○旭川市ホームページの該当ページＵＲＬ及び二次元コード
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/218/251/252/d078589.html

○ 意見提出手続入力フォームのＵＲＬ及び二次元コード
https://logoform.jp/f/RoJt7
○ 資料の配布・意見の提出期間
令和５年１２月８日（金）から令和６年１月１０日（水）まで

～2学期末の廊下掲示の様子から～

力作が多数展示されていました

いじめ把握アンケートから

11月に実施した「いじめ把握アンケート」の結果によると，「（今年４月から)嫌な思いをしたこと

がある」と答えた児童が119件に上りました。学校では子どもたちとの教育相談を実施し，子どもた

ちから個別に話を聞きました。その結果を踏まえて，校内で「いじめ防止対策推進委員会」を開き，

積極的な認知の姿勢の下，全部で42件をいじめ事案として認知するに至っています。現在も認知し

た案件に対し，指導や見守りを続けているところです。

校内において「いじめ重大事案」と認定するケースはありませんでしたが，今後も注意深い観察

によりいじめの未然防止を推進し，いじめを見逃さない，深刻化させないよう努めてまいります。

学校への電話連絡についてのお願い

教員の時間外勤務についての記事が新聞等にも掲載されていま

す。道や旭川市の教育委員会からも，主体的に働き方改革を進め，

これまで以上に勤務時間を意識するようお知らせがきているところで

す（近一小教職員の勤務時間は8:00～16:30としています）。そこ

で，保護者の皆様にもご協力いただき，朝の電話連絡の時間帯を７

時30分以降に，放課後の電話連絡は１７時までを目安としていただ

きますようご協力をお願いいたします。今後はメールシステム等を用

いて，スムーズな欠席連絡等ができるよう検討を重ねてまいります。

緊急時や，やむを得ない場合は，これまでどおり対応いたします。ど

うぞよろしくお願いいたします。

学校閉庁日のお知らせ

冬季休業期間中の下記の期間は

学校閉庁日となります。

【１２月２９日～１月３日】

この期間中は，教職員は学校に出

勤しておりません。

もしも緊急の連絡が必要な場合が

ございましたら，別紙「冬休みのくら

し」でお知らせしております【緊急連

絡メール】にてお知らせいただきます

ようお願いいたします。


